
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（一部抜粋） 

 

（目的） 

第１条 この補助金は、生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特 

性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ない  

システムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等がされるよう、地域公共交

通の確保・維持・改善を支援することを目的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一「生活交通確保維持改善計画」とは、地域公共交通の確保・維持・改善のために、 

都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる協議会（以 

下「協議会」という。）又は都道府県若しくは市区町村が、地域の生活交通の実情  

のニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て策定する地域の特性・実

情に応じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの

導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るための取組についての計画を

いう。 

二「地域公共交通確保維持事業」とは、地域公共交通の存続が危機に瀕している地 

域において地域の特性・実状に最適な交通手段を確保・維持するために生活交通確 

保維持改善計画に基づいて実施される事業をいう。 

 

（補助対象期間） 

第５条 本節における補助対象事業の補助対象期間は、国庫補助金の交付を受けようと 

する会計年度の９月３０日を末日とする１年間とする。 

 

（補助対象事業者等） 

第１５条 本節における補助対象事業者は、乗合バス事業者又は道路運送法第７８条第 

２号に定める自家用有償旅客運送を行う者（以下「バス事業者等」という。）であ

って、協議会又は市区町村等（以下「市区町村協議会等」という。）が協議会の議

論を経て、第１７条に基づき定めた生活交通確保維持改善計画に運送予定者として

記載されている者とする。 

 

  



（生活交通確保維持改善計画） 

第１７条 陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業を行う 

場合は、生活交通確保維持改善計画に、次に掲げる向こう３ヵ年の事項について具

体的に記載するものとする。 

一 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

二 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統（区域運行に

おけるサービス提供の単位とする区域及び運行区間を含む。以下「系統」という。） 

の概要及び運送予定者 

四 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

五 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 


